
モニタリング計画の中間評価について
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中間評価の実施について（実施の考え方）

 2024年度でモニタリング計画策定後５年が経過するため、中間評価を実施
 世界遺産推薦年（2019年）を起点に、計画期間（2020～2029年）の前半5年間
（2020～2024年）を対象

 保全状況の中間評価にあたっては、2019年以降のデータをもとに5年間を通した各指標の
「状態」と「傾向」について、次の①～③ごとに行う

① 各指標の評価
• 遺産価値及び影響要因に対して設定した各指標及び調査項目の状態と変化傾向の評価

② 島ごとの総合評価 ※沖縄島北部は国頭村・大宜味村・東村の範囲
• 上記①の各指標等の評価結果を踏まえ、本遺産地域を構成する４つの島ごとの、遺産価値の状態・
変化傾向（全体目標達成状況）及び影響の大きさ・傾向（各管理目標達成状況）の総合的な
評価

③ １つの遺産地域としての総合評価
• 上記②の島ごとの評価結果を踏まえ、１つの「連続性のある資産」としての遺産価値の状態・変化傾向
（全体目標の達成状況）及び影響の大きさ・傾向（各管理目標の達成状況）の総合的な評価
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中間評価の実施について（評価基準）
 現行の評価基準：各指標の毎年度の評価に適用
 遺産価値や影響要因の「状態」と「取組み」が混在した評価基準

 改定中の評価基準（案）：中間評価から適用
 遺産価値の「状態」と「傾向」及び、影響要因の「状態」と「傾向」を評価。
 前者は包括的管理計画の全体目標、後者は管理方針ごとの管理目標の達成状況に対応。

表１．全体目標の評価：遺産価値の保全状況の「状態」と「傾向」の評価基準

表２．管理目標の評価：影響要因の「状態」と「傾向」の評価基準
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評価にあたって

 個別指標はデータに基づく評価が可能だが、②島ごと、③1つの遺産地域での評価は数値データ
がない。１つの評価項目に複数の指標があり、その評価結果が異なる場合は次の点に留意

• 本地域は複数の資産で構成される「シリアル資産」であり、一連の資産全体として遺産価値を有するため、
４つの島（５つの構成要素）のいずれか１つの保全状態が危うくなると、１つの遺産地域として危険な状
態（シリアルの一貫した価値が損なわれる）とみなされること

• 遺産価値や影響要因の「状態」と「傾向」のうち、負の状態になり得るものを早期に検出し、それを管理機関
として認識して管理に反映する「予防原則」の観点、また、管理機関の取組努力に対する「モチベーション維
持・向上」の観点を考慮

 上記を踏まえ、基本的に次のように評価
(1)遺産価値／影響要因の「状態」
• 複数の評価結果から、状態の悪い評価を採用
 例：左図の（A）緑色と黄色のうち、黄色を採用

(2)遺産価値／影響要因の「傾向」
• 複数の評価結果が、傾向が改善・強化（上向き矢印）
または、横ばい（横向き矢印）のみの場合は、改善・強
化傾向の評価を採用
 例：左図の（B）上向きと横向き矢印のうち、上向き
矢印を採用

• 複数の評価結果が、横ばい、または損失・悪化（下向き
矢印）のみの場合は、損失・悪化傾向の評価を採用
 例：左図の（A）横向きと下向き矢印のうち、下向き
矢印を採用

(A)
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